
STEP２ 転得者さまに「保証書」を発行してください。

保証書は、住宅事業者（保険契約者）さまが、
新たな住宅取得者（転得者）様に対して瑕疵
担保責任を約定するために発行していただき
ます。

保証開始日は、新たな住宅取得者（転得者）
さまに住宅を引渡される日となります。保証
終了日は保険証券に記載の保険期間了日をご
記入ください。

住宅事業者（保険契約者さま）から転得者さまに「保証書」を発行してください。

「保証書」は、原本を転得者さまにお渡しいただき、その写しを、保険付保証明書発行申請手続きの際に提出してください。

4


